
政
令
第
百
七
十
九
号

消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
の
二
の
二
第

一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
防
火
管
理
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表


項
及
び

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
当

該
防
火
対
象
物
に
出
入
し
、
勤
務
し
、
又
は
居
住
す
る
者
の
数
（
以
下
「
収
容
人
員
」
と
い
う
。
）
が
十
人
以
上
の
も

の

別紙１



ロ

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、

項
イ
、

項
イ
並
び
に


項
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
（
同
表

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
収
容
人
員
が
三
十
人
以
上
の
も
の

ハ

別
表
第
一

項
ロ
、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
か
ら

項
ま
で
、

項
ロ
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で

、
収
容
人
員
が
五
十
人
以
上
の
も
の

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
で
、
次
号
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
以
外
の
も

の
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、

次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三

項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
」
に
、
「

項
」
を
「

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「

項
イ
及
び
」
を
「

項
イ
並
び
に
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「

項
」
を
「

項
イ
、

ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
防
火
対
象
物
」
の
下
に
「
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を



同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
及
び

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表


項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以

上
で
、
か
つ
、
収
容
人
員
が
十
人
以
上
の
も
の

第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
二
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一

項
第
七
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
」
に
、
「
第
六
号
の
二
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
七
号
、
第
十
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
「
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号

」
の
下
に
「
（
同
表


項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「

項
」
の
下
に
「
、

項
ロ
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「

項
ま
で
」
を
「

項
ま
で
、


項
イ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
次
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。



第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
号
」
を

「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
部
分
の
う
ち
、
同
表

項
ロ
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
（
火
災
発
生
時
の
延
焼
を
抑
制
す
る
機
能
を
備
え
る
構
造
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二
条
第
一
項
中
第
五
号
の
二
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「

、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
身
体
上
又
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
が
入
所

す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同

項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
延
べ
面
積
が
二
百
七

十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
火
災
発
生
時
の
延
焼
を
抑
制
す
る
機
能
を
備
え
る
構
造
と
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る
構
造
を
有
す
る
も
の
以
外
の
も
の



第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
六
号
」
を
「
同
項
第
八
号
」
に
、
「
同

項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第

六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
」
を
「
第

一
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
の
表
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
、
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
前

項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
項
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
そ
の
水
源
と
し
て
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
量
以
上
の
量
と
な
る
水
量
を
貯
留
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
及

び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
設
備
の
う
ち
、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
使
用
す
る
配
管
が
水
道
の
用
に
供
す
る
水
管
に
連
結
さ
れ
た
も



の
（
以
下
「
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇

所
に
、
水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
二
項
第
七
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
一

項
ロ
」
を
「
別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「


項
」
を
「

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
八
号
中
「
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
並
び
に
同
表

項
イ
」
を
「

、

項
及
び

項
イ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

九

別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
部
分
で
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る



防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の

第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
二
を
同
項
第
七
号
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
一


項
」
を
「
別
表
第
一

項
ロ
、


項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「


項
」
を
「

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
、
別
表
第
一

項
イ
並
び
に


項
イ
及
び
ロ
」
を
「
同
表

項
イ
並
び
に

項
イ
及
び
ハ
」
に
、
「
同
項
の
規
定
」
を
「
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「

項
ロ
及
び
ハ
」
を
「

項
ロ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第

三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「

項
」
を
「

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
防
火
対
象
物

」
の
下
に
「
（
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に



掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限

る
。
）

別
表
第
一

項
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態

に
あ
る
者
を
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
知
的
障
害
児
施
設
、
盲

ろ
う
あ
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設

、
障
害
者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三

十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業
若
し
く
は
認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
五
条
第
八
項
若
し
く
は
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
若
し
く
は
共
同
生
活
介
護
を
行
う
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の

程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
「
短
期
入
所
等
施
設
」
と
い
う
。
）

別
表
第
一

項
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料
老



人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
居
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
更
生
施
設
、
助
産
施
設
、
保
育
所

、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
通
所
施
設
に
限
る
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（

通
所
施
設
に
限
る
。
）
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
身
体
障

害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地

域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し
く
は
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、

短
期
入
所
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設

（
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様

替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
火
器
及
び
簡
易
消
火
用
具
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第

十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え

の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
に
お
け
る
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
防
機
関
へ

通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第

二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
一
号
中
「

項
ロ
及
び
ハ
」
を
「

項
ロ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
、
「
同
令
別
表
第
一


項
」
を
「
同
表


項

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
」
に
、
「
同
令
別
表
第

一

項
ロ
」
を
「
同
表

項
ロ
」
に
改
め
る
。



（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「

項
ロ
及
び
ハ
」
を
「

項
ロ
、
ハ
及
び
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第

一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

（
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日

ま
で
の
間
は
、
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
消
防

法
施
行
令
別
表
第
一

項
ロ
中
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
、
「
と
い
う
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
更
生
援
護
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
」
と
、

同
項
ハ
中
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
、
「
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は



同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
通
所
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。



消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
防
火
管
理
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
等
）

（
防
火
対
象
物
の
指
定
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火

３

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
と
す
る
。

対
象
物
と
す
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表


項
及
び

項
か
ら

項

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表


項
及
び

項
か
ら

項

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
当
該
防
火

掲
げ
る
も
の

対
象
物
に
出
入
し
、
勤
務
し
、
又
は
居
住
す
る
者
の
数
（
以
下
「
収
容
人

イ

別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（

員
」
と
い
う
。
）
が
、
同
表

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
、


同
表

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
イ
、

項
イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
三
十
人


項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も

以
上
、
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
五
十
人
以
上
の
も
の

の
に
限
る
。
）
で
、
当
該
防
火
対
象
物
に
出
入
し
、
勤
務
し
、
又
は
居

住
す
る
者
の
数
（
以
下
「
収
容
人
員
」
と
い
う
。
）
が
十
人
以
上
の
も

の
ロ

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


項
イ
、

項
イ
並
び
に


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項

イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に



掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く

。
）
で
、
収
容
人
員
が
三
十
人
以
上
の
も
の

ハ

別
表
第
一

項
ロ
、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
か
ら

項
ま
で

、

項
ロ
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
収
容
人
員
が
五
十
人

以
上
の
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
防
火
管
理
者
の
資
格
）

（
防
火
管
理
者
の
資
格
）

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
、
当

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
、
当

該
防
火
対
象
物
に
お
い
て
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ

該
防
火
対
象
物
に
お
い
て
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
な
地
位
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
項
第
一
号
ロ
及

一

第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
で
、
次
号
に
規
定
す
る

び
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

防
火
対
象
物
以
外
の
も
の

。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
甲
種
防
火
対
象
物
」
と
い
う
。
）

次

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
甲
種
防
火
対
象
物
」
と
い
う
。
）

次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延

二

第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

防
火
対
象
物
で
、
延

べ
面
積
が
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及

べ
面
積
が
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項

び
ニ
、

項
イ
、

項
イ
並
び
に


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ

、

項
イ
、

項
イ
及
び



項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ

て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
、
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
五

て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
、
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
五



百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
乙
種
防
火
対

百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
乙
種
防
火
対

象
物
」
と
い
う
。
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

象
物
」
と
い
う
。
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

都
道
府
県
知
事
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
の
消
防
長

イ

都
道
府
県
知
事
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
の
消
防
長

又
は
法
人
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
の

又
は
法
人
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
の

登
録
を
受
け
た
も
の
が
行
う
乙
種
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
に
関
す
る

登
録
を
受
け
た
も
の
が
行
う
乙
種
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
に
関
す
る

講
習
（
第
四
項
に
お
い
て
「
乙
種
防
火
管
理
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課

講
習
（
第
四
項
に
お
い
て
「
乙
種
防
火
管
理
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課

程
を
修
了
し
た
者

程
を
修
了
し
た
者

ロ

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者

ロ

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
共
同
防
火
管
理
を
要
す
る
防
火
対
象
物
の
指
定
）

（
共
同
防
火
管
理
を
要
す
る
防
火
対
象
物
の
指
定
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
及
び

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
地
階

を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
、
か
つ
、
収
容
人
員
が
十
人
以
上
の
も
の

二

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


一

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項

、


項
イ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防

項
イ
及
び


項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に

供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
地
階
を
除
く
階
数

の
う
ち
、
地
階
を
除
く
階
数

が
三
以
上
で
、
か
つ
、
収
容
人
員
が
三
十
人
以
上
の
も
の

が
三
以
上
で
、
か
つ
、
収
容
人
員
が
三
十
人
以
上
の
も
の



三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

（
火
災
の
予
防
上
必
要
な
事
項
等
に
つ
い
て
点
検
を
要
す
る
防
火
対
象
物
）

（
火
災
の
予
防
上
必
要
な
事
項
等
に
つ
い
て
点
検
を
要
す
る
防
火
対
象
物
）

第
四
条
の
二
の
二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象

第
四
条
の
二
の
二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象

物
は
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
、

項
イ
、

項

物
は
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
、

項
イ
、

項

イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

イ
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項

イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分

イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分

が
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

が
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
階
（
一
階
及
び
二
階
を
除
く
も
の
と
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る

）
以
外
の
階
（
一
階
及
び
二
階
を
除
く
も
の
と
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る

避
難
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
す

避
難
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
、

第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号

及
び
第

第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
二
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
避
難
階
以
外
の
階
」
と
い
う
。
）

三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
避
難
階
以
外
の
階
」
と
い
う
。
）

に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
避
難
階
又
は
地

に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
避
難
階
又
は
地

上
に
直
通
す
る
階
段
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
傾

上
に
直
通
す
る
階
段
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
傾

斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
（
当
該
階
段
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、

斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
（
当
該
階
段
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、

又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て

又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て



は
、
一
）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
、
一
）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の

第
九
条

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
で
、
同
表
各
項
（


第
九
条

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
で
、
同
表
各
項
（


項
か
ら

項
ま
で
を
除
く
。
）
の
防
火
対
象
物
の
用
途
の
い
ず
れ
か
に
該
当

項
か
ら

項
ま
で
を
除
く
。
）
の
防
火
対
象
物
の
用
途
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
節
（
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び

す
る
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
節
（
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
七
号
、
第

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
の
二

十
号
及
び
第
十
四
号

、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
第
二
十
二

、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
第
二
十
二

条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三

条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三

項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十
六
条

項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十
六
条

を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
る
一
の
防

を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
る
一
の
防

火
対
象
物
と
み
な
す
。

火
対
象
物
と
み
な
す
。

第
九
条
の
二

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
、

項
イ
又

第
九
条
の
二

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
、

項
イ
又

は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
で
、
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火

は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
で
、
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
指
定
し
た
も

対
象
物
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
指
定
し
た
も

の
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
同
表


の
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
同
表



項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第


項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
（
同
表


項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

二
十
四
条
第
三
項
第
一
号

の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
で
あ
る

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
で
あ
る

も
の
と
み
な
す
。

も
の
と
み
な
す
。

（
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準
）

（
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準
）



第
十
条

消
火
器
又
は
簡
易
消
火
用
具
（
以
下
「
消
火
器
具
」
と
い
う
。
）

第
十
条

消
火
器
又
は
簡
易
消
火
用
具
（
以
下
「
消
火
器
具
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一

項
イ
、

項
、

項
ロ
、


項
、


項
、

項
及
び

一

別
表
第
一

項
イ
、

項

、


項
、


項
、

項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

二

別
表
第
一

項
ロ
、

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


二

別
表
第
一

項
ロ
、

項
か
ら

項
ま
で

、


項
並
び
に

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が

項
及
び


項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が

百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
の
数
値
は
、

掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
の
数
値
は
、

主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
造
部
を
い

主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
造
部
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
室
内
に

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行

令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
し
た
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
三
倍
の
数
値
（
次

同
じ
。
）
で
し
た
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
三
倍
の
数
値
（
次

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二

条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二



号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
主

号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
主

要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
又
は
建
築
基
準
法
第

要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
又
は
建
築
基
準
法
第

二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
壁
及
び

二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
壁
及
び

天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
た
防
火
対
象
物
に

天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
た
防
火
対
象
物
に

あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
二
倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
二
倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で

防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ

定
め
る
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

つ
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
二
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

第
十
二
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
延
べ
面
積
が
二
百
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
の
う
ち
、
火
災
発
生
時
の
延
焼
を
抑
制
す
る
機
能
を
備
え
る
構
造

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
を
有
す
る
も
の
以
外
の
も
の

二

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

一

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
で
、
舞
台
部
（
舞
台
並
び
に
こ
れ
に
接
続
し
て
設
け
ら

も
の
を
除
く
。
）
で
、
舞
台
部
（
舞
台
並
び
に
こ
れ
に
接
続
し
て
設
け
ら

れ
た
大
道
具
室
及
び
小
道
具
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
面
積
が
、

れ
た
大
道
具
室
及
び
小
道
具
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
面
積
が
、

当
該
舞
台
が
、
地
階
、
無
窓
階
又
は
四
階
以
上
の
階
に
あ
る
も
の
に
あ
つ

当
該
舞
台
が
、
地
階
、
無
窓
階
又
は
四
階
以
上
の
階
に
あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
階
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
階
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の



三

（
略
）

二

（
略
）

四

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
及
び

項
イ
に
掲
げ

三

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
及
び

項
イ
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
屋
建
以

る
防
火
対
象
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
屋
建
以

外
の
防
火
対
象
物
で
、
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積

外
の
防
火
対
象
物
で
、
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が

の
合
計
が
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
身
体
上
又
は
精

神
上
の
理
由
に
よ
り
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
が
入
所
す
る
も
の

、

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
及
び
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
及
び
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
う
ち
病
院
に
あ
つ
て
は
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
防
火

物
の
う
ち
病
院
に
あ
つ
て
は
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
防
火

対
象
物
に
あ
つ
て
は
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

対
象
物
に
あ
つ
て
は
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

七

（
略
）

五
の
二

（
略
）

八

（
略
）

六

（
略
）

九

別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
部
分
の
う
ち
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途

に
供
さ
れ
る
も
の
（
火
災
発
生
時
の
延
焼
を
抑
制
す
る
機
能
を
備
え
る
構

造
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十

別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を

七

別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
で
、
同
表

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
又
は

項
イ

除
く
。
）
で
、
同
表

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
又
は

項
イ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
（
総
務
省
令
で
定
め
る

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
（
総
務
省
令
で
定
め
る

部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

部
分
を
除
く
。
）
の
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の



の
階
の
う
ち
、
当
該
部
分
が
存
す
る
階

の
階
の
う
ち
、
当
該
部
分
が
存
す
る
階

十
一

（
略
）

八

（
略
）

十
二

（
略
）

九

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
及
び
維

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
及
び
維

持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

あ
つ
て
は
舞
台
部
に
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
舞
台
部
に
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は

指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
液
体
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、
又

指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
液
体
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、
又

は
取
り
扱
う
部
分
に
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
、
第

は
取
り
扱
う
部
分
に
、
同
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二

七
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て

及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て

は
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
こ
と
。

は
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
こ
と
。

二

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る

二

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る

こ
と
。

こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
を
除

イ

前
項
各
号
（
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で

を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
ロ
に
規
定
す
る
部
分

く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
ロ
に
規
定
す
る
部
分

を
除
く
ほ
か
、
別
表
第
一

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

を
除
く
ほ
か
、
別
表
第
一

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表

項
若
し
く
は

項
に

又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表

項
若
し
く
は

項
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
で
あ
つ
て
、
総
務
省
令

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
で
あ
つ
て
、
総
務
省
令

で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が
総
務
省
令
で
定
め
る
と

で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
ス
プ
リ

こ
ろ
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は

ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は

、
前
号
に
掲
げ
る
部
分
の
天
井
又
は
小
屋
裏
に
、
当
該
天
井
又
は
小
屋

、
前
号
に
掲
げ
る
部
分
の
天
井
又
は
小
屋
裏
に
、
当
該
天
井
又
は
小
屋



裏
の
各
部
分
か
ら
一
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
ま
で
の
水
平
距
離
が

裏
の
各
部
分
か
ら
一
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
ま
で
の
水
平
距
離
が

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
ご
と
に
、
同

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
ご
と
に
、
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な
る
よ
う
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別

表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な
る
よ
う
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
設
け
る
こ
と
。

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
設
け
る
こ
と
。

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

距
離

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

距
離

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第

一
・
七
メ
ー
ト
ル
以
下

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第

一
・
七
メ
ー
ト
ル
以
下

十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火

七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
別
表
第
一

項

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
別
表
第
一

項

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る

。
）

。
）

第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

（
略
）

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

（
略
）

第
一
項
第
三
号

耐
火
建
築
物
（
建
築
基

二
・
一
メ
ー
ト
ル
（
高
感

第
一
項
第
二
号

耐
火
建
築
物
（
建
築
基

二
・
一
メ
ー
ト
ル
（
高
感

、
第
四
号
及
び

準
法
第
二
条
第
九
号
の

度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は

、
第
三
号
及
び

準
法
第
二
条
第
九
号
の

度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は

第
十
号
か
ら
第

二
に
規
定
す
る
耐
火
建

、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

第
七
号
か
ら
第

二
に
規
定
す
る
耐
火
建

、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

十
二
号
ま
で
に

築
物
を
い
う
。
以
下
同

ヘ
ッ
ド
の
性
能
に
応
じ
総

九
号
ま
で

に

築
物
を
い
う
。
以
下
同

ヘ
ッ
ド
の
性
能
に
応
じ
総

掲
げ
る
防
火
対

じ
。
）
以
外
の
建
築
物

務
省
令
で
定
め
る
距
離
）

掲
げ
る
防
火
対

じ
。
）
以
外
の
建
築
物

務
省
令
で
定
め
る
距
離
）

象
物
又
は
そ
の

以
下

象
物
又
は
そ
の

以
下

部
分
（
別
表
第

耐
火
建
築
物

二
・
三
メ
ー
ト
ル
（
高
感

部
分
（
別
表
第

耐
火
建
築
物

二
・
三
メ
ー
ト
ル
（
高
感

一

項
に
掲
げ

度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は

一

項
に
掲
げ

度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は

る
防
火
対
象
物

、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

る
防
火
対
象
物

、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

の
舞
台
部
を
除

ヘ
ッ
ド
の
性
能
に
応
じ
総

の
舞
台
部
を
除

ヘ
ッ
ド
の
性
能
に
応
じ
総

く
。
）

務
省
令
で
定
め
る
距
離
）

く
。
）

務
省
令
で
定
め
る
距
離
）



以
下

以
下

ロ

前
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

ロ

前
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
の
舞
台
部
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
可
燃
物
が
大
量
に
存
し
消

火
対
象
物
の
舞
台
部
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
可
燃
物
が
大
量
に
存
し
消

火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
部
分
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ

火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
部
分
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ

つ
て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
及
び

つ
て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
及
び

そ
の
他
の
部
分
で
あ
つ
て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル

そ
の
他
の
部
分
で
あ
つ
て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
部
分
に
お
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

を
超
え
る
部
分
に
お
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る
こ

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る
こ

と
。

と
。

ハ

前
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防

ハ

前
項
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で

に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
に
お
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

火
対
象
物
に
お
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
ヘ
ッ
ド
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る
こ
と
。

ー
ヘ
ッ
ド
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
け
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
そ
の
水
源
と
し
て
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

四

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
総
務

ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
量

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
量
以
上
の
量
と
な
る
よ
う
に
設

以
上
の
量
と
な
る
水
量
を
貯
留
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ

け
る
こ
と
。

し
、
前
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
の
う
ち
、
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
使
用
す
る
配
管
が
水

道
の
用
に
供
す
る
水
管
に
連
結
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
特
定
施
設
水
道
連

結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で



な
い
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災
等
の
災

六

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災

害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
、
水
源
に
連
結
す
る

等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と

加
圧
送
水
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ

。

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
し
、
か
つ
、
消
防
ポ

七

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
し
、
か
つ
、
消
防
ポ

ン
プ
自
動
車
が
容
易
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
双
口
形
の
送
水

ン
プ
自
動
車
が
容
易
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
双
口
形
の
送
水

口
を
附
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

口
を
附
置
す
る
こ
と
。

ー
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

（
略
）

八

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
一
条

自
動
火
災
報
知
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

第
二
十
一
条

自
動
火
災
報
知
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

一

別
表
第
一

項
ロ

及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

二

（
略
）

二

（
略
）

三

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


三

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項

、


項
イ
並
び
に


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方

項
イ
及
び



項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）



七

（
略
）

六
の
二

（
略
）

八

（
略
）

七

（
略
）

九

別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
部
分
で
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
も
の

十

前
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
以
外
の
別
表
第
一

項
、

項
及
び


八

前
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
以
外
の
別
表
第
一

項
及
び

項
に
掲

項
イ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又

げ
る
防
火
対
象
物
並
び
に
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又

は
無
窓
階
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又
は
無
窓
階
に

は
無
窓
階
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又
は
無
窓
階
に

あ
つ
て
は
、
同
表

項
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

あ
つ
て
は
、
同
表

項
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又
は
無
窓
階
に
あ
つ
て
は

（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
地
階
又
は
無
窓
階
に
あ
つ
て
は

、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）

、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）

以
上
の
も
の

以
上
の
も
の

十
一

（
略
）

九

（
略
）

十
二

（
略
）

十

（
略
）

十
三

（
略
）

十
一

（
略
）

十
四

（
略
）

十
二

（
略
）

十
五

（
略
）

十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
三
条

消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火

第
二
十
三
条

消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火



対
象
物
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
機
関
か
ら
著
し
く
離
れ

対
象
物
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
機
関
か
ら
著
し
く
離
れ

た
場
所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
所
に
あ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は

た
場
所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
所
に
あ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

別
表
第
一

項
ロ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

一

別
表
第
一


項

及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

二

別
表
第
一

項
、

項
、

項
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


二

別
表
第
一

項
、

項
、

項
、

項
イ
、

項

、


項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の

ト
ル
以
上
の
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
項
第
二
号

物
で
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
防

に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
で
同
表

項
イ
並
び
に

項
イ
及
び
ハ

に
掲
げ
る
も
の
を

火
対
象
物
で
、
別
表
第
一

項
イ
並
び
に

項
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
消
防
機
関
へ
常
時
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
話
を
設
置
し
た

除
く
。
）
に
消
防
機
関
へ
常
時
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
話
を
設
置
し
た

と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
火
災
報
知
設
備
を
設
置

と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
火
災
報
知
設
備
を
設
置

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
四
条

非
常
警
報
器
具
は
、
別
表
第
一

項
、

項
ロ
、
ハ
及
び
ニ
、

第
二
十
四
条

非
常
警
報
器
具
は
、
別
表
第
一

項
、

項
ロ
及
び
ハ

、


項
ロ
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
収
容
人
員
が
二
十
人
以
上
五


項
ロ
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
収
容
人
員
が
二
十
人
以
上
五

十
人
未
満
の
も
の
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
も
の
と

十
人
未
満
の
も
の
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報
知
設
備
又
は
非
常

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報
知
設
備
又
は
非
常

警
報
設
備
が
第
二
十
一
条
若
し
く
は
第
四
項
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従

警
報
設
備
が
第
二
十
一
条
若
し
く
は
第
四
項
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従



い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
例
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
設
備

い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
例
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
設
備

の
有
効
範
囲
内
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
有
効
範
囲
内
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
消
防
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
等
）

（
消
防
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
等
）

第
三
十
五
条

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

第
三
十
五
条

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
政
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

一

別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
（
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ

つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分

が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、


一

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項

、


項
イ
、

項
イ
、


項
並
び
に


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、

項
イ
、


項
及
び



項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物


項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同

表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も

の
を
除
く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三

（
略
）

二

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、


三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、


項
イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部

項
イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部

分
が
避
難
階
以
外
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の

分
が
避
難
階
以
外
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
が
二
（
当
該
階
段
が
屋
外
に

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
が
二
（
当
該
階
段
が
屋
外
に

設
け
ら
れ
、
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場

設
け
ら
れ
、
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場



合
に
あ
つ
て
は
、
一
）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の

合
に
あ
つ
て
は
、
一
）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
四
条
の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
四
条
の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条

、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、

、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、

第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第

第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第

三
十
六
条
関
係
）

三
十
六
条
関
係
）


～


（
略
）


～


（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老

ロ

老
人
福
祉
施
設
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施

人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に

設
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活

あ
る
者
を
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
老
人
保
健

支
援
施
設
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
、
身
体
障
害
者

施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン

あ
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設

タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活

（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
障
害

介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を

者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ

行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法



律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項



に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業
若
し
く
は
認
知
症
対
応
型



老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
又
は
障
害
者
自
立
支

援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
八
項

若
し
く
は
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
若
し
く
は
共
同
生

活
介
護
を
行
う
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を

入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
「
短
期
入
所
等
施

設
」
と
い
う
。
）

ハ

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料
老
人

ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
居
さ
せ
る

も
の
を
除
く
。
）
、
更
生
施
設
、
助
産
施
設
、
保
育
所
、
児

童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設

（
通
所
施
設
に
限
る
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所
施

設
に
限
る
。
）
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
自
立

支
援
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
身
体
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が

重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地
域
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
三

項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

若
し
く
は
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
又

は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、

第
十
項
若
し
く
は
第
十
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
に
規
定
す

る
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
共
同
生



活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
若

し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
短
期
入
所
等
施
設
を

除
く
。
）

ニ
(

略)

ハ

(

略)


～


（
略
）


～


（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）



○

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第

一

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ

、
ハ
及
び
ニ
、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
も

及
び
ハ

、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
及
び
同
表


項

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
不

の
を
除
く
。
）
及
び
同
令
別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
不

特
定
か
つ
多
数
の
者
が
出
入
す
る
も
の

特
定
か
つ
多
数
の
者
が
出
入
す
る
も
の

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
消
防
法
施
行
令
別

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
消
防
法
施
行
令
別

表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、

項
か
ら

項
ま
で

表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、

項
か
ら

項
ま
で

、

項
イ
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

、

項
イ
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

出
入
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該
用

出
入
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該
用

途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一

途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一

号
イ
に
規
定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も
の

号

に
規
定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も
の

（
そ
の
一
部
が
同
表

項
ロ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に

（
そ
の
一
部
が
同
令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に

供
さ
れ
て
い
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ

供
さ
れ
て
い
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ

れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）



三
～
二
十
三

（
略
）

三
～
二
十
三

（
略
）



○

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

一

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第

一

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
ロ

、
ハ
及
び
ニ
、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
も

及
び
ハ

、

項
、

項
、

項
ロ
、

項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
及
び
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
不
特
定
か
つ

の
を
除
く
。
）
及
び
同
表


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
も
の

多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
も
の

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
消
防
法
施
行
令
別

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
消
防
法
施
行
令
別

表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、

項
か
ら

項
ま
で

表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ
、

項
イ
、

項
か
ら

項
ま
で

、

項
イ
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

、

項
イ
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

出
入
り
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該

出
入
り
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該

用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第

用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も

一
号

に
規
定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も



の
（
そ
の
一
部
が
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ

の
（
そ
の
一
部
が
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ

て
い
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
て
い

て
い
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
て
い

る
部
分
を
除
く
。
）

る
部
分
を
除
く
。
）

三
～
二
十
四

（
略
）

三
～
二
十
四

（
略
）



○

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
前
号
に
掲
げ
る
防

定
す
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
前
号
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
（
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一


項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る

火
対
象
物
（
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一


項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該
用
途
に
供
さ

も
の
を
除
く
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
当
該
用
途
に
供
さ

れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規

れ
て
い
る
部
分
の
収
容
人
員
（
同
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号

に
規

定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も
の
（
そ
の
一

定
す
る
収
容
人
員
を
い
う
。
）
の
合
計
が
三
十
人
以
上
の
も
の
（
そ
の
一

部
が
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

部
が
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

三
～
二
十
四

（
略
）

三
～
二
十
四

（
略
）



○

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条

第
十
九
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
消
防
法
施
行
令

規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
に
よ
る
改

防
法
施
行
令
別
表
第
一

の
項
中
「
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
福

正
後
の
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一

項
ロ
中
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
」

祉
ホ
ー
ム
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
又
は
障
害
者

と
あ
る
の
は
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
、
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一

は
「
と
い
う
。
）
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八

項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き

の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
福
祉

更
生
援
護
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障

の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五

害
者
を
収
容
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。

条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八

）
」
と
、
同
項
ハ
中
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
障
害

条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

者
自
立
支
援
法
」
と
、
「
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四

十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一



項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度

が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

）
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し

く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（

通
所
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。


